
佐賀市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領に基づく指名停止情報

措置業者 所在地 指名停止期間 備考

株式会社久米設計 東京都江東区
令和６年２⽉９⽇〜令和６年７⽉８⽇

 （５か⽉）

 前記事業者の九州⽀社⻑（執⾏役員）及び顧問が、宮崎県串間市発注の消防庁舎新築設計業務の⼊札に関して、同副市⻑
を含む他３人と共謀し、同社が有利な指名業者の選定案を作成したとして、令和５年１１⽉１６⽇、公契約関係競売⼊札妨
害罪等の疑いで宮崎県警に逮捕された。

⻄武建設株式会社 埼玉県所沢市
令和６年２⽉９⽇〜令和６年５⽉８⽇

 （３か⽉）

 前記事業者は、建設業法第１５条第２号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置し
ていた。また、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を⾏うことにより得た
経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。
これらのことが、建設業法第２８条第１項本文及び同項第２号に該当すると認められるとして、国土交通省関東地方整備局
から令和５年７⽉２１⽇付けで、同条第１項の規定に基づく指示処分及び同条第３項の規定に基づく営業の停止命令（４５
⽇間）を受けた。

株式会社フソウ 香川県高松市
令和５年９⽉２５⽇〜令和５年１１⽉２４⽇

 （２か⽉）

 前記事業者の使用人らは、平成３０年８⽉６⽇に⾏われた埼玉県三郷市発注の配水場機械設備更新等工事の一般競争⼊札
において、同市水道部の主幹兼係⻑から、秘密事項である予定価格に近い⾦額を事前に⼊⼿して落札し、その謝礼として、
飲食やゴルフ等、７回にわたる約１１万円相当の接待を⾏った。

株式会社フジタ 東京都渋谷区
令和５年９⽉２５⽇〜令和５年１１⽉２４⽇

 （２か⽉）

 前記事業者の使用人は、防衛省沖縄防衛局発注の「石垣島（３）宿舎新設建築工事（その１）」の施工において、当該資
格者が代表を務める建設共同企業体の監理技術者が⾏う安全管理措置が不適切であったため、工事関係者に負傷者を生じさ
せた。これにより、令和５年３⽉３１⽇、労働安全衛生法に違反したとして石垣簡易裁判所から罰⾦刑の略式命令を受け
た。

（１）九州電力株式会社
（２）関⻄電力株式会社

（１）福岡県福岡市
（２）大阪府大阪市

令和５年５⽉１７⽇〜令和５年１２⽉３０⽇
 （７．５か⽉）

 前記１（１）及び（２）の事業者は、官公庁等に対する電気の小売供給に係る⼊札等に関して、独占禁止法第３条（不当
な取引制限の禁止）の規定に違反する⾏為を⾏ったとして、令和５年３⽉３０⽇に公正取引委員会から違反事実の認定を受
け、（１）の事業者は排除措置命令及び課徴⾦納付命令を受けた。
このことは、措置要領別表第２（贈賄及び不正⾏為等に基づく措置基準）第４号（独占禁止法違反⾏為）に該当する。

九三エンジニアリング
株式会社

佐賀市川副町
令和５年４⽉１４⽇〜令和５年６⽉１３⽇

 （２か⽉）

 前記事業者は、令和５年３⽉２９⽇に佐賀市が⾏った令和５〜７年度佐賀市小中学校電気設備保安管理業務（Ａブロッ
ク）及び同業務（Ｆブロック）の指名競争⼊札において、落札したにもかかわらず契約締結を辞退した。
このことは、措置要領別表第２（贈賄及び不正⾏為等に基づく措置基準）第１３号（不正又は不誠実な⾏為）に該当する。



佐賀市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領に基づく指名停止情報

措置業者 所在地 指名停止期間 備考

株式会社ナチュラルライフ 佐賀県佐賀市
令和５年４⽉１４⽇〜令和５年７⽉１３⽇

 （３か⽉）

 前記事業者は、医師、⻭科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく処方箋医薬品
を販売したことから、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第４９条第１項の規定に違反す
る⾏為を⾏ったとして、令和５年３⽉２８⽇に佐賀県から薬局業務の停止命令を受けた。
このことは、措置要領別表第２（贈賄及び不正⾏為等に基づく措置基準）第１３号（不正又は不誠実な⾏為）に該当する。

パラダイス建設株式会社 佐賀県佐賀市
令和５年４⽉１４⽇〜令和５年６⽉１３⽇

 （２か⽉）

 前記事業者は、佐賀市発注の「佐賀市文化会館⻄側広場改修（建築）工事」を落札したにも関わらず、工期末の約１か⽉
前に、設計図書に定める工事の一部に関して履⾏不能となった旨の届出を⾏った。
このことは、措置要領別表第２（贈賄及び不正⾏為等に基づく措置基準）第１３号（不正又は不誠実な⾏為）に該当する。

五洋建設株式会社 東京都文京区
令和５年４⽉１４⽇〜令和５年６⽉１３⽇

 （２か⽉）

 前記事業者の使用人は、⻄⽇本高速道路株式会社が発注した新名神高速道路大津ジャンクション東工事において、令和３
年７⽉９⽇に作業員が負傷したことについて、令和３年８⽉１９⽇に⾄るまで大津労働基準監督署⻑へ報告しなかったとし
て令和４年１２⽉２２⽇、労働安全衛生法の罪で、大津簡易裁判所から罰⾦刑の略式命令を受けた。
このことは、措置要領別表第２（贈賄及び不正⾏為等に基づく措置基準）第１３号（不正又は不誠実な⾏為）に該当する。

株式会社水機テクノス 東京都世田谷区
令和５年４⽉１４⽇〜令和５年７⽉１３⽇

 （３か⽉）

 前記事業者は、建設業法第１５条第２号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置し
ていた。並びに建設業法第２６条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を監理技術者として工事現場に配置してい
た。
また、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を⾏うことにより得た経営事項
審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。
これらのことが同法第２８条第１項本文及び同項第２号に該当するとして、令和５年２⽉１０⽇に、国土交通省関東地方整
備局から指示処分及び営業停止命令を受けた。
このことは、措置要領別表第２（贈賄及び不正⾏為等に基づく措置基準）第１１号（建設業法違反⾏為）に該当する。

水道機工株式会社 東京都世田谷区
令和５年４⽉１４⽇〜令和５年７⽉１３⽇

 （３か⽉）

 前記事業者は、建設業法第１５条第２号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置し
ていた。並びに建設業法第２６条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場
に配置していた。
また、経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を⾏うことにより得た経営事項
審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。
これらのことが同法第２８条第１項本文及び同項第２号に該当するとして、令和５年２⽉１０⽇に、国土交通省関東地方整
備局から指示処分及び営業停止命令を受けた。
このことは、措置要領別表第２（贈賄及び不正⾏為等に基づく措置基準）第１１号（建設業法違反⾏為）に該当する。



佐賀市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領に基づく指名停止情報

措置業者 所在地 指名停止期間 備考

（１）株式会社翔薬
（２）九州東邦株式会社
（３）富田薬品株式会社
（４）株式会社アステム
（５）株式会社アトル

（１）福岡県福岡市
（２）福岡県福岡市
（３）熊本県熊本市
（４）大分県大分市
（５）福岡県福岡市

令和５年４⽉７⽇〜令和５年６⽉２０⽇
 （２．５か⽉）

 前記１（１）から（５）までの事業者は、独立⾏政法人国立病院機構が発注する医薬品の⼊札に関して、独占禁止法第３
条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する⾏為を⾏ったとして、令和５年３⽉２４⽇に公正取引委員会から違反事実の
認定を受け、前記１（１）から（４）までの事業者は、排除措置命令及び課徴⾦納付命令を受けた。
このことは、措置要領別表第２（贈賄及び不正⾏為等に基づく措置基準）第６号（独占禁止法違反⾏為）に該当する。


